
犬山市議会第３４号議案 

 

   令和７年度犬山市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度犬山市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４３４，８９０千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６，３６９，１８１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

犬山市長 原  欣 伸  
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（歳入） （単位 千円）

款 項

 4 県支出金 4,804,206 △434,890 4,369,316 

 1 県負担金・補助金 4,804,205 △434,890 4,369,315 

 5 財産収入 74 1,355 1,429 

 1 基金運用収入 74 1,355 1,429 

 6 繰入金 491,863 △1,355 490,508 

 2 基金繰入金 17,047 △1,355 15,692 

6,804,071 △434,890 6,369,181 

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

歳 入 合 計
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（歳出） （単位 千円）

款 項

 2 保険給付費 4,754,076 △434,890 4,319,186 

 1 療養諸費 4,156,438 △370,900 3,785,538 

 2 高額療養費 579,435 △63,990 515,445 

 5 保健事業費 84,092 0 84,092 

 2 保健事業費 21,237 0 21,237 

6,804,071 △434,890 6,369,181 

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

歳 出 合 計
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犬山市議会第３４号議案添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 

 

 

 

 

犬山市国民健康保険特別会計補正予算事項別明細書 

 

 

 

単位：千円 
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１　総括

（歳入） （単位 千円）

款

 4 県支出金 4,804,206 △434,890 4,369,316

 5 財産収入 74 1,355 1,429

 6 繰入金 491,863 △1,355 490,508

6,804,071 △434,890 6,369,181

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

歳 入 合 計
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（歳出） （単位 千円）

 2 保険給付費 4,754,076 △434,890 4,319,186 △434,890

 5 保健事業費 84,092 0 84,092 1,355 △1,355

6,804,071 △434,890 6,369,181 △434,890 1,355 △1,355

地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

款 補正前の額 補 正 額 補正後の額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源

国県支出金
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２　歳入

(款)  4 県支出金 (項)  1 県負担金・補助金

 1 保険給付費等交付金 4,804,205 △ 434,890 4,369,315

計 4,804,205 △ 434,890 4,369,315

(款)  5 財産収入 (項)  1 基金運用収入

 1 基金運用収入 74 1,355 1,429

計 74 1,355 1,429

(款)  6 繰入金 (項)  2 基金繰入金

 1 国民健康保険事業基金繰入金 17,047 △ 1,355 15,692

計 17,047 △ 1,355 15,692

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額
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.

 1 保険給付費等交付金（普通交 △ 434,890 保険給付費等交付金（普通交付金） △ 434,890

付金）

.

 1 基金運用収入 1,355 国民健康保険事業基金積立金利子 1,355

.

 1 国民健康保険事業基金繰入金 △ 1,355 国民健康保険事業基金繰入金 △ 1,355

節
説 明

区 分 金 額

節
説 明

区 分 金 額

節
説 明

区 分 金 額
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３　歳出

(款)  2 保険給付費 (項)  1 療養諸費

 1 療養給付費 4,103,100 △370,900 3,732,200 県支出金

△370,900

計 4,156,438 △370,900 3,785,538 △370,900

(款)  2 保険給付費 (項)  2 高額療養費

 1 高額療養費 578,852 △63,990 514,862 県支出金

△63,990

計 579,435 △63,990 515,445 △63,990

(款)  5 保健事業費 (項)  2 保健事業費

 1 保健衛生普及 16,776 0 16,776 財産収入 △1,355

費 1,355

計 21,237 0 21,237 1,355 △1,355

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

目 補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

10



.

18 負担金、補助及び交付金 △370,900  1　療養給付 △370,900     

　　　　　　　　　　　 負担金

　　療養給付費 △370,900

.

18 負担金、補助及び交付金 △63,990  1　高額療養 △63,990     

　　　　　　　　　　　 負担金

　　高額療養費 △63,990

.

説 明
区 分 金 額

節

説 明
区 分 金 額

節

説 明
区 分 金 額

節
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